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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
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閣
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る
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費
に
関
す
る
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し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
鳩
山
内
閣
の
政
治
主
導
に
関
わ
る
経
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
治
家
」
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
麻
生
内
閣
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日
時
点
で
、
六
十
九

人
の
国
会
議
員
が
国
務
大
臣
等
（
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
、
副

大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
任
命
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
鳩
山
内
閣
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
二

年
二
月
五
日
時
点
で
、
七
十
人
の
国
会
議
員
が
国
務
大
臣
等
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
給
与
や
事
務
ス
タ
ッ
フ
の
人
件
費
、
事
務
費
、
公
用
車
等
」
の
範
囲
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
尋

ね
の
経
費
の
増
加
額
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
内
閣
府
等
に
民
主
党
職
員
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
実
質
勤
務
し
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
時
点
で
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
、
民
主
党
事
務
局
職
員

二
十
五
人
を
採
用
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
当
該
職
員
の
採
用
に
係
る
経
費
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
「
給
与
等
、
国
か
ら

の
経
費
が
発
生
」
の
範
囲
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
内
閣
官
房
専
門
調
査

一



員
に
は
国
か
ら
の
給
与
は
支
給
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
現
時
点
で
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
を
増
員
す
る
予
定
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
に
閣
議
決
定
し
た
政
府
の
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
政
治
主
導
の
確
立
の
た
め
の
内
閣
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
は
、
内
閣
官
房
副
長
官
一
人
の
増
員
、
国
家
戦
略
官
一
人
の
新
設
及
び
内
閣
総
理
大
臣

補
佐
官
の
定
数
に
つ
き
五
人
以
内
か
ら
十
人
以
内
と
す
る
増
員
並
び
に
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
た
る
国
務
大
臣
を
補
佐
す

る
大
臣
政
務
官
一
人
の
新
設
を
行
う
と
と
も
に
、
内
閣
官
房
に
内
閣
政
務
参
事
及
び
内
閣
政
務
調
査
官
を
、
各
府
省
に
政
務

調
査
官
を
そ
れ
ぞ
れ
新
設
し
、
そ
の
定
数
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
給
与
や
事
務
ス
タ
ッ
フ
の
人
件
費
、
事
務
費
、
公
用
車
等
の
必
要
経
費
」
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
当
該
内
閣
官
房
副
長
官
の
増
員
等
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
人
件
費
及
び
物
件
費
と
し
て
、
約
五
億
千
万
円

を
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
計
上
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
内
閣
官
房
副
長
官
の
増
員
等
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
経
費
を
平

二



成
二
十
二
年
度
予
算
に
計
上
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
具
体
的
な
費
用
対
効
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鳩
山
内
閣
に
お
い
て
は
、

国
民
の
審
判
を
受
け
た
政
治
家
が
国
民
の
視
点
で
政
策
の
調
整
や
決
定
を
行
い
、
政
府
の
運
営
に
名
実
と
も
に
責
任
を
持
つ

新
た
な
体
制
を
構
築
し
政
治
主
導
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
一
人
一
人
が
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
真
に
国
民
の
た
め

に
な
る
政
策
の
実
現
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


